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Ⅰ  山陽小野田市人事行政の運営状況

１ 　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）　採用・退職等の状況

ア　採　用 （令和3年4月2日～令和4年4月1日） （単位：人）

イ　退　職　（令和3年度）

ウ　再任用 （単位：人）

(注）（　）内は、再任用短時間勤務職員数で内数です。
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（２）　職員数の状況

ア　部門別職員数の状況及び主な増減理由 （各年度4月1日現在） （単位：人）

（注）１　職員数は、一般職に属する職員数であり、再任用職員、休職者、派遣者等を含んでいます。

　　　　　ただし、再任用短時間勤務職員は、含んでいません。

　　　２　［　　］内は、条例定数の合計です。

イ　年齢別職員構成の状況 （令和4年4月1日現在）
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２ 　給与等の状況

（１）　総括

ア　人件費の状況 （普通会計決算）

イ　職員給与費の状況 （普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含んでいません。

　　　２　職員数は、令和3年度給与実態調査上の普通会計に属する人数です。

ウ　給与等の減額措置の状況 （令和4年4月1日現在）

市長等特別職給与の一部を減額する措置を実施しています。

（２）　職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 （令和4年4月1日現在）

　 ① 一般行政職

歳 円 円 円

　 ② 技能労務職

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和4年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　３　平均給与月額（民間類似職種）は、「賃金構造基本統計調査報告」の公表データうち、直近３か年　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の

　　　　　（平成23年～平成25年）のデータの平均（各年度の労働者数で加重平均）した数値です。　　手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

（参考）

（令和3年度末） A B B/A 令和2年度の人件費率

区 分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率

A 給 料

%

60,464 32,102,809 1,189,265 4,320,807 13.5 11.7
3年度

人 千円 千円 千円 %

千円

区 分 職 員 数 給 与 費 一人当たり

職員手当 期末・勤勉手当

441 1,624,386 269,990 608,493 2,502,869 5,675

計　　B 給与費 B/A

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国ベース）

対象者 減額の内容 対象者 減額の内容

市長・副市長
教育長

給料、期末手当の10% 議　員 減額なし

3年度
人 千円 千円 千円 千円

平均給与月額 平均給与月額
（国ベース）

山陽小野田市 51.5歳 69人 341,100 363,219 357,857

山陽小野田市 42.3 316,200 371,300 346,331

区　　分
公　　　　　　務　　　　　　員

平均年齢 職員数 平均給料月額

359,919

うち 学校調理員 52.8歳 28人 350,100 361,904 361,904

うち 環境業務員 51.1歳 32人 338,800 371,482

335,083

うち その他技能労務 47.7歳 3人 334,500 355,167 343,633

うち 環境整備員 49.9歳 6人 314,600 335,038
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イ　職員の初任給の状況　 （令和4年4月1日現在）

※令和4年度人事院勧告による給料表改訂前の額です。

（３）　一般行政職の級別職員数等の状況

ア　一般行政職の級別職員数の状況 （令和4年4月1日現在）

定型的な業務を行う職務 人

知識又は経験を必要とする業務を行う職務 人

主任主事又は主任技師の職務 人

係長又は同相当職の職務 人

課長補佐又は同相当職の職務 人

課長又は同相当職の職務 人

１　部長又は同相当職の職務

２　次長又は同相当職の職務 人

（注）１　山陽小野田市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務のことです。

　　　３　平成19年4月1日より9級制から７級制に変更しています。

（旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ統合）

イ　昇給への勤務成績の反映状況

（４）　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（令和3年度支給割合） （令和3年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　・役職加算5～20％

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

１　　級

２　　級

３　　級

４　　級

５　　級

６　　級

山陽小野田市 山口県 国区　　　　　分

一般行政職

大　学　卒 188,700　円 189,400　円 182,200　円

高　校　卒 154,900　円 155,500　円 150,600　円

技能労務職 高　校　卒 150,600　円 　　　　　　円 　　-    　円

26 8.2%

70 21.9%

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

30 9.4%

７　　級
23 7.2%

82 25.7%

38 11.9%

1.35 0.95 1.35 0.95

50 15.7%

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

勤務成績の評定については、毎年一回、時期を定めて定期的に行っています。
昇任、昇給、降任、降給その他の人事に関する施策を行うにあたって、この勤務評定の結果を重要な資料と
して活用しています。

山陽小野田市 国

2.40 1.90 2.40 1.90

・役職加算5～20％ ・管理職加算10～25％
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【参考】　勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

イ　退職手当　（令和4年4月1日現在）

（支給率） 自己都合

月分 月分

月分 月分

月分 月分

月分 月分

定年前早期退職特例措置　（2％－45％加算）

ウ　地域手当　（令和4年4月1日現在）

※　支給対象職員はいません。

エ　特殊勤務手当　（令和4年4月1日現在）

オ　時間外勤務手当

千円

千円

最高限度額

期末勤勉手当の支給規則に基づき、病気休暇、育児休業、休職期間などを除算し、実際の勤務状況に応じ
た在職期間率を算出することにより勤勉手当の支給に反映させています。

山陽小野田市

19.6695 24.586875

社会福祉業務手当
福祉事務所に勤務する職員で生活保護法（昭和25年法律第

144号）の現業に従事した職員
日額　310円

行旅死亡人等収容
手当

行旅死亡人等の収容作業に従事した職員 1回につき　3,000円

行旅病人等の収容作業に従事した職員 1回につき　1,000円

定年前早期・死亡・定年

勤続20年

勤続25年

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価

滞納処分手当
滞納処分としての捜索、物件の差押え及び差押物件の引揚
げに従事した職員

日額　350円

28.0395 33.27075

39.7575 47.709

47.709 47.709

勤続35年

衛生現業手当 汚物の収集及び運搬処理並びに消毒作業に従事した職員

日額　820円（勤務時間が3

時間30分以上7時間30分未

満の場合には半額とし、3時

間30分に満たない場合は支
給しない。）

現場業務手当
高齢障害課、健康増進課又は訪問看護ステーションに勤務
する職員で、戸別訪問に3時間以上従事した職員

日額　250円

犬、猫等収容手当 犬、猫等の死体収容又は野犬の捕獲に従事した職員 1体につき　500円

用地交渉手当 家屋の移転補償を伴う用地交渉に従事した職員 日額　300円

交替制勤務手当 環境衛生センターに勤務する職員のうち交替制勤務をする職員 月額　3,500円

0

#DIV/0!

支 給 実 績 （ 令 和 3 年 度 決 算 ） 124,316

職員１人当たり平均支給年額（令和3年度決算） 299

その他の加算措置
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カ　その他の手当　（令和4年4月1日現在）

国の制度と異なる内容

〈交通機関利用者〉　同じ

〈自動車等使用者〉
使用距離に応じて支給。
最高支給限度額月額27,500円

〈職員が自ら居住する借家・借間〉
（１）家賃等の月額が27,000円以下

　→ 家賃等の月額から16,000円を

      控除した額

（２）家賃等の月額が27,000円超

　→家賃等の月額と27,000円との

     差額の1/2に11,000円を加算した
　　額
   （最高支給限度額月額28,000円）

〈自宅〉
支給なし

管理、監督の地位にある職員に対し
て支給
【支給内容】
組織、官職の違いにより　46,300円

～139,300円を支給

祝日法による休日等又は年末年始
の休日等において、正規の勤務時
間として勤務した職員に対して支給
【支給内容】
勤務1時間につき給料の時間単価

の35％増の額を支給

通勤手当

〈交通機関利用者〉
運賃支給額に応じて支給。最高支給限度額
月額55,000円

〈自動車等使用者〉
通勤距離2km以上が支給対象。通勤距離が

2㎞以上3km未満の場合、月額3,800円、以
下距離に応じて支給され最高支給限度額は、
通勤距離が48㎞以上の場合で、月額27,500

円
※H22.4.1～通勤距離2km未満の通勤手当
廃止

異なる

夜間勤務手当
正規の勤務時間として、深夜（午後10時から

翌日の午前5時までの間）に勤務した職員に
対して支給
【支給内容】
勤務1時間につき給料の時間単価の25％を
支給

同じ

休日勤務手当 祝日法による休日等又は年末年始の休日等
において、正規の勤務時間として勤務した職
員に対して支給
【支給内容】
勤務１時間につき給料の時間単価の35％増

の額を支給（年末年始の休日等は50％増）

異なる

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

住居手当
〈職員が自ら居住する借家・借間〉
（１）家賃等の月額が22,000円以下

　→家賃等の月額から11,000円を控除した額

（２）家賃等の月額が22,000円超

　→家賃等の月額と22,000円との差額の1/2に

11,000円を加算した額

（最高支給限度額月額27,000円）

〈自宅〉
支給なし

※H31.4.1～自宅に係る住居手当2,500円の
支給廃止

異なる

管理職手当
管理、監督の地位にある職員に対して支給
【支給内容】
（１）部長級　　43,700円

（２）次長級　　38,800円

（３）課長級　　32,300円

異なる

扶養手当 （１）配偶者　　　　　　　　　　　　 6,500円

（２）配偶者以外の扶養　　　　　6,500円

（３）子  　　　　　　　　　　　　　　10,000円

（４）満16歳の年度初めから満22歳の年度末

       までの子1人　　　　　5,000円加算

同じ
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（５)　特別職の報酬等の状況 （令和4年4月1日現在）

円 円

（ 円 ）

円 円

（ 円 ）

円 円

（ 円 ）

円 円

（ 円 ）

円 円

（ 円 ）

円 円

（ 円 ）

　 （算定方式） 　（1期の手当額）
円 任期毎

円 任期毎

円 任期毎

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

　　　２　退職手当の「1期の手当額」は、令和3年4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、

          ※ 1期（4年＝48月）   勤めた場合における退職手当の見込額です。 ※教育長は1期＝3年です。

円　／ 295,000

減額後の給料月額×在職月数×25.0/100

22,186,872

　　（令和3年度支給割合）

加算措置　20％

4.3月分

　　（令和3年度支給割合）

退
職
手
当

市 長

期
末
手
当

市 長

副 市 長

教 育 長

議 長

副 市 長

教 育 長

副 議 長 3.25月分

議 員 加算措置　20％

12,787,200

5,305,500

減額後の給料月額×在職月数×40.0/100

管理職手当の支給を受ける職員等
が、臨時又は緊急の必要により週休
日等に勤務した場合に支給
【支給内容】
組織、官職の違いにより　3,000円

～12,000円を支給（6時間を超える

勤務にあっては、150/100を乗じた
額）

管理職員特別
勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員等が、「臨時
又は緊急の必要により週休日又は休日」及び
「臨時又は緊急の必要により週休日等以外の
日の午前0時から午前5時まで」に勤務した場
合に支給
【支給内容】
勤務１回につき4,000円～6,000円を支給

（6時間を超える勤務にあっては、150/100を
乗じた額）

異なる

区 分 給 料 月 額 等

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

宿日直手当 宿日直勤務をした職員に対して支給
【支給内容】
勤務の内容、時間に応じ4,200円～21,000円
を支給

同じ

給
　
　
料

（参考）類似団体における最高額／最低額

市 長 818,100 1,053,000 円　／ 88,000

909,000

教 育 長 589,500 - 円　／ -

655,000

副 市 長 666,000 870,000 円　／ 614,300

740,000

議 員 370,000 522,000 円　／ 273,000

報
　
　
酬

議 長 460,000 629,000 円　／ 359,000

副 議 長 402,000 575,000

（支給時期）

減額後の給料月額×在職月数×56.5/100

国の制度と異なる内容
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（６）　公営企業職員の状況

(1)　水道事業
 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　

（注）１　職員手当には退職給与金を含んでいません。

　　　２　職員数は、令和4年4月1日現在の人数です。

　　　３　職員数及び職員給与費は、資本的収支職員を含んでいます。

イ　給与等の減額措置の状況 （令和4年4月1日現在）

　給与等の一部を減額する措置を実施しています。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況 （令和4年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいません。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当　（令和3年度）

※　支給率は、山陽小野田市と同じです。

イ　退職手当　（令和4年4月1日現在）

※　支給率は、山陽小野田市と同じです。

ウ　地域手当　（令和4年4月1日現在）

※　支給対象職員はいません。

エ　特殊勤務手当　（令和4年4月1日現在）

平均月収額

372,455

33.0

に占める職員給与費比率

期末・勤勉手当

6,366

基本給平均年齢

30.4

224,969 39,263 92,272 356,504

　　　　　　区　　分

水道事業管理者 給料、期末手当の 10％

A  実質収支 B 給与費比率　B/A

340,64844.4山陽小野田市水道局

区 分 職 員 数 給 与 費 一人当たり

%
３年度

千円 千円 千円 %

1,406,501 248,854 464,680

左記職員に対する支給単価

集金精励手当 料金滞納整理に従事する職員 日額　　　     300円

交替制勤務手当 交替制勤務に従事する職員
1番  日額     400円

2番  日額　　800円

事業管理者 64.0 589,500

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務

区 分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める職員 （参考）令和２年度の総費用

対象者 減額の内容

計　　B 給与費 B/A

３年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

56

　　　　　　A 給 料 職員手当

外勤手当 1日3時間以上外勤した職員 日額　　　 　 300円

危険手当 危険な作業に従事する職員 日額 　　　    400円

電気技術主任手当 電気技術主任である職員 月額　       3,000円

緊急呼出手当 緊急呼出により勤務に従事した職員 1回につき 3,000円
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

カ　その他の手当 （令和4年4月1日現在）

※　扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、管理職特別勤務手当は、一般行政職の制度と同じです。

一般行政職の制度と異なる内容

祝日法による休日等又は年末年始
の休日等において、正規の勤務時
間として勤務した職員に対して支給
【支給内容】
勤務１時間につき給料の時間単価
の35％増の額を支給

（年末年始の休日等は50％増）

正規の勤務時間として、深夜に勤務
した職員に対して支給
【支給内容】
勤務1時間につき給料の時間単価

の25％を支給

宿日直勤務をした職員に対して支給
【支給内容】
勤務1回につき、勤務の内容、時間

に応じ4,200円～21,000円を支給

制度なし

支 給 実 績 （ 令 和 ３ 年 度 決 算 ） 7,766

職員１人当たり平均支給年額（令和3年度決算） 182

夜間勤務手当 正規の勤務時間として、深夜（午後10時から

翌日の午前5時までの間）に勤務した職員に
対して支給
【支給内容】
勤務1時間につき給料の時間単価の30％を
支給

異なる

宿日直手当 制度なし 異なる

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職の
制度との異同

休日勤務手当 祝日法による休日等または年末年始の休日
等において、正規の勤務時間として勤務した
職員に対して支給
【支給内容】
勤務１時間につき給料の時間単価の45％増
の額を支給
（午後10時から翌日午前5時までの勤務は、

75％増）

異なる

企業手当
水道事業又は工業用水道事業に従事する職
員に対して支給

異なる
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(２)　病院事業
 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　

（注）１　職員手当には退職給与金を含んでいません。

　　　２　職員数は、令和3年4月1日現在の人数です。

イ　給与等の減額措置の状況 （令和4年4月1日現在）

　給与等の一部を減額する措置を実施しています。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況 （令和4年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいません。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当 （令和3年度）

※　支給率は、山陽小野田市と同じです。

イ　退職手当　（令和4年4月1日現在）

※　支給率は、山陽小野田市と同じです。

ウ　地域手当 （令和4年4月1日現在）

％ 人 ％

A  実質収支 B 給与費比率　B/A に占める職員給与費比率

区 分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める職員 （参考）令和２年度の総費用

給 与 費 一人当たり

　　　　　　A 給 料 職員手当 期末・勤勉手当

3年度
千円 千円 千円 % %

4,560,563 297,124 2,387,387 52.3

計　　B 給与費 B/A

320,813

区　　分 平　均　年　齢 基本給

支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

医　　師 10 21 10

3年度
人 千円

50.6

区 分 職 員 数

225

病院事業管理者

対象者

給料、期末手当の10％

減額の内容

6,7511,518,937310,828394,542813,567

平均月収額

医 師 47.2 520,400 840,742

事 務 職 員

事業管理者

看 護 師

医療技術職

支給対象職員

千円 千円 千円 千円

42.2 293,371 336,173

69.0 728,500

44.1 303,329 330,982

41.7 291,519
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エ　特殊勤務手当 （令和4年4月1日現在）

オ　時間外勤務手当

千円

千円

カ　その他の手当 （令和4年4月1日現在）

※ 扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当（医師除く）、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、
　　管理職員特別勤務手当は、一般行政職の制度と同じです。

研究手当 病院の医師
（院長）

（副院長）
（医長）

（副医長及び医員）

月額　　189,000円

月額　　189,000円

月額　　185,000円

月額　　177,000円

1回につき　3,550円
（その勤務に含まれる深夜に
おける勤務時間が2時間以上

4時間未満である場合にあっ

ては、3,100円、2時間に満た

ない場合にあっては、2,150

円）

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価

放射線取扱手当
エックス線その他の放射線を人体に照射する作業に従事し
た職員

日額　230円
（勤務時間が3時間に満たない
ときは半額）

職員1人当たり平均支給年額 （令和３年度決算） 866

支 給 実 績 （ 令 和 3 年 度 決 算 ） 152,490

　分娩業務手当 　分娩に携わった産婦人科医師

病理検査従事手当
病理細菌の検査に従事した職員

夜間看護手当 病院局の病棟に勤務する助産師、看護師、准看護師及び看
護助手で正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深
夜（午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。）において行
われる看護等の業務に従事した職員

1件につき12,000円（勤務時間
外の分娩にあっては24,000円）

日額　230円
（勤務時間が3時間に満たない
ときは半額）
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３ 　勤務時間その他の勤務条件

（１）　一般職員の勤務時間

令和4年4月1日現在における一般職員の勤務時間及び休憩時間は次のとおりです。

（注）公務の運営上の事情等により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間については、

　　　各任命権者が別に定めています。

（２）　年次有給休暇

年次有給休暇は、一年ごとに20日付与され、残日数は20日を限度として翌年に繰り越す

ことができます。

（３）　特別休暇等

負傷や病気による療養、選挙権の行使、結婚、出産など条例や規則で定める事由に該当

する場合には、特別休暇を付与しています。

年5日以内

子（中学校就学前）の看護 年10日以内

病気休暇

5日以内育児サポート休暇

療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最低限の期間

特別休暇

選挙権その他公民としての権利行使

生理日

夏季休暇

月2日以内

産前56日から産後56日

6日以内

必要と認められる期間

1日2回、各30分以内

通信教育による面接授業の受講 必要と認められる期間

忌引 10日以内

骨髄液の提供

父母の祭日の法要

職員の子女の出生 3日以内

職員の結婚 7日以内

保育時間

1日

ボランティア活動

一週間の
勤務時間

終了時刻 休憩時間

12:00～13:0017:15

開始時刻

38時間45分 8:30

令和3年　平均使用日数 10.4日

伝染病予防法による交通遮断又は隔離

付与日数

必要と認められる期間

10日以内

妊産婦の健康診断

区　　　　　分

出産サポート休暇

災害による住居の滅失又は破壊

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

交通機関の事故等の不可抗力の事故

職員の分べん

証人等としての裁判所等への出頭

必要と認められる期間

災害による交通遮断
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（４）　介護休暇

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷又は老齢により介護をするため勤務

しないことが相当であると認められる場合は、６月の範囲内で取得することが可能です。

令和3年度の介護休暇の取得者はいません。

（５）　育児休業等

職員が3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児のために

休業等をすることが認められる制度です。

令和3年度の育児休業及び部分休業の取得状況は次のとおりです。

（単位：人）

（注）上段は令和3年度に新たに育児休業（部分休業）を取得した者、下段は育児休業

　　　（部分休業）の期間が令和2年度から令和3年度にかけて引き続いている者の数です。

計

女性職員
13

13

区　分 育児休業取得者数

4

部分休業取得者数

0

8

1

8

1

3

男性職員
0

30

29
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４ 　分限及び懲戒処分の状況

（１）　分限処分者数

分限処分とは、勤務実績がよくない場合、心身の故障の場合、又はその職に必要な

適格性を欠く場合等の一定の事由がある場合、地方公務員法第２８条の規定に基づ

き、休職等の処分をすることです。

令和3年度の分限処分の状況は、次のとおりです。

（単位：人）

（２）　懲戒処分者数

懲戒処分とは、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し若しくは職務を怠った場

合、又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、地方公務員法第２９条

の規定に基づき、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることです。

令和3年度の懲戒処分の状況は、次のとおりです。

（単位：人）

休　職 降　給 合　計

勤務成績がよくない場合 0 0 0 0 0

　　　　　　　　　処分の種類
処分事由

降　任 免　職

0

心身の故障の場合 0 0 9 0 9

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0

0

職制、定数の改廃、予算の減少に
より廃職、過員を生じた場合

0 0 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0

9

条例で定める事由による場合 0 0 0 0 0

合　　　計 0 0 9 0

訓告等

法令に違反した場合 0 0 0 0 0 0

　　　　　　　　　処分の種類
処分事由

戒　告 減　給 停　職 免　職 合　計

5

全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

0 0 0 0 0 0

職務上の義務に違反し又は
職務を怠った場合

0 0 0 0 0

5合　　　計 0 0 0 0 0
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５ 　服務の状況

（１）　職務に専念する義務の免除

職員は、地方公務員法第35条に基づき、職務に専念する義務を有していますが、条例及び

規則により、次の場合においては、当該義務が免除されます。

ア 研修を受ける場合

イ 厚生福祉に関する計画の実施に参加する場合

ウ その他特に市長又はその委任を受けた者の承認を得た場合

エ 市長が定める場合

(ｱ) 地方公務員災害補償法第51条第2項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし、又は

同法第60条第1項の規定により出頭をする場合

(ｲ) 地方公務員法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又は同法第49条の

2第1項の規定により不利益処分に関する不服申立てをする場合

(ｳ) 地方公務員法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出

る場合

(ｴ) 職務に関し、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公益団体の職を兼ね、その職に属

する事務を行う場合

(ｵ) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演講義等をする場合

(ｶ) 職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合

(ｷ) 職務上必要な試験を受験する場合

(ｸ) 市長が特に認めた場合

（２）　営利企業等への従事許可

職員は、地方公務員法第38条に基づき営利企業等への従事が制限されていますが、任命権者

の許可を受けた場合には、営利企業等に従事することができます。

次のいずれにも該当する場合

ア 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないもの

イ 当該職員の職との間に利害関係がなく、又はその発生のおそれがないもの

ウ 公務員としての信用を傷つけるおそれがないもの

エ その他法の精神に反しないと認められるもの

職務に専念する義務の免除が認められる場合

許可の基準
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６ 　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）　研修の状況

職員の勤務能率の発揮及び増進を図るため、積極的に各研修に取り組んでいます。

ア　研修の内容

地方分権の推進及び多様化する市民ニーズに的確に対応するため、政策の企画立案能力、

法務能力等を強化し、職員の資質や意識改革の向上を図ることが急務であることから分権型

社会を担う人材育成のため、庁内研修のほか山口県セミナーパークへの研修派遣等、各種

研修を積極的に行っています。

令和3年度には、次のとおり研修を実施しました。

（庁内研修）

（山口県セミナーパーク）

階層別研修

税務事務講座　など

（全国市町村国際文化研修所）

（国際文化アカデミー）

（日本経営協会）

（下水道事業団経営研修）

イ　自己啓発

市民サービスの向上と効率的な行財政運営を推進することを目的に、自己啓発の一環と

して職員提案制度を設け、新たな視点からの提案を常時募集することにより職員の創造的

思考と改革意識の高揚を図っています。

（２）　勤務成績の評定の状況

人事の公正な基礎の一つとするために各所属長が、職員の割り当てられた職務と責務を

遂行した実績や能力及び勤務態度等を評価し、昇任や異動等にあたっての参考資料として

活用しています。さらに部下による上司の評価及び自己申告制度を導入し、職員の現状や

要望、抱える問題等を汲み取り、より効率的で納得性の高い制度となるよう人事管理に務

めています。

また、職員の意欲、士気の高揚や能力向上を図るため、国の公務員制度改革の動向も踏

まえながら、新たな人事評価制度について試行、検討を進めています。

（３）　人材育成

行政運営における経営資源として、人材の育成とその活用の重要性を再認識し、本格的な

地方分権社会に対応するため、令和元年5月に人材育成基本方針を作成、公表しています。

山陽小野田市が求める新しい職員像を示し、市民から信頼される組織づくりを目指します。

全職員 6回 250人

135人

人数

全職員 53回

回数対象者 研修名

人権研修　　など

人事評価研修
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７ 　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）　保健の状況

地方公務員法（昭和25年法律第261号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）等の

規定に基づき、労働安全衛生体制のもと、快適な作業環境の整備、職員の安全と健康の

確保など労働安全衛生管理に努めています。

ア　労働安全衛生管理

令和3年度の安全衛生委員会等の設置状況は、次のとおりです。

イ　健康管理

全職員を対象とした健康診断を実施しています。

（２）　福利厚生の状況

地方公務員法の規定に基づき、職員の元気回復等の事業を計画的に実施するとともに、

地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第153号）等の規定に基づき地方公務員共済組

合等が実施する医療給付、年金給付等の諸事業に対して法令等に基づき経費負担するなど、

職員の福利厚生を図っています。

ア　元気回復事業

イ　地方公務員共済組合等に対する負担金等　（令和３年度）

（３）　公務災害補償

地方公務員法、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）の規定に基づき、

公務災害（公務執行に起因して発生した負傷、疾病、障害、死亡等）、通勤災害に対して

地方公務員災害補償基金が給付等を行っています。

令和３年度認定件数は、次のとおりです。

※　認定日による件数です。

元気回復事業等
への助成

共済組合
職員共済会

事業名 実施機関

概　要

1所属 2所属

－ 1所属

区　分 安全衛生委員会 衛生委員会

市長部局等

公務災害

10　件市長部局

区　　　分

教育委員会

全職員

区　分 項　目 金　額

共済組合への負担金
職員共済会への補助金

－ 千円

4,948千円

全職員

区　分

レクリエーション事業等への助成

概　要

健康保持・疾病予防事業の奨励
健康管理事業等の奨励ほか
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